
 

「訪問型サービスＡ」重要事項説明書 
〔令和８年４月１日現在〕 

 

１ 事業者の概要 

（１）法 人 名  社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

（２）代表者氏名  会長 乕溪 文有 

（３）所 在 地  草加市松江一丁目１番３２号 

（４）電 話 番 号  ０４８－９３２－６７７７ 

（５）設立年月日  昭和４３年１２月２３日 

 

２ サービスを提供する事業所の概要 

（１）名   称  社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

（２）事業所番号  ＳＨＡ００００６（訪問型サービスＡ） 

（３）所 在 地  草加市松江一丁目１番３２号 

（４）電 話 番 号  ０４８－９３２－６７７７ 

（５）管理者氏名  新井 諭 

（６）通常のサービス提供地域 草加市 

（７）営業日及び営業時間等 

① 営業日（窓口及びサービス提供） 

月曜日から金曜日までです。 

ただし、祝日及び１２月２９日から１月３日までは除きます。 

② 営業時間 （窓口及びサービス提供） 

午前８時３０分から午後５時１５分までです｡ 

 

３ 事業所の勤務体制 

職 種 業務内容 勤務形態・人数 

管理者 

・従業者と業務の管理を行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必

要な指揮命令を行います。 

常 勤 １人以

上 

サービス 

従業者 
訪問型サービスＡを提供します。 常 勤 1人以上 

 

４ サービス内容 

生活援助 

家事を行うことが困難な場合に、利用者に対して、家事の援

助を行います。 

（調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取り、衣類の整理等） 

 

 

 



 

５ 利用料、その他の費用の額 

（１）基本利用料 

   利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、保険者から

交付された介護保険負担割合証に記載されている割合の額です。ただし、介護保

険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。 

１回当たりの所要時間 基本利用料 
利用者負担額 

１割 ２割 

２０分未満 １，０００円 １００円 ２００円 

２０分以上４０分未満 １，５００円 １５０円 ３００円 

４０分以上 ２，０００円 ２００円 ４００円 

※ １回当たりの所要時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、介護予

防支援計画又は介護予防・生活支援サービス計画に定められた時間を基準として

います。ただし、やむを得ないと認められる正当な事由がある場合には、この限

りでありません。 

（２）利用料金の支払い方法 

利用料金は、１か月ごとに計算し、請求します。下記いずれかの方法でお支払い

ください。 

① 現金払い（利用月の翌月末まで） 

② 口座振り込み（利用月の翌月末まで） 

③ 口座振替（毎月２６日、休日に当たるときは、翌営業日） 

（３）キャンセル料 

利用予定日前日までに利用中止の連絡がなかった場合、キャンセル料として、 

６４０円をいただきます。 

（ただし、利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りでありません｡） 

（４）交通費 

通常のサービス提供地域にお住いの方は無料です。 

（５）その他 

  利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用

は利用者のご負担となります。  

 

６ 秘密の保持 

（１）従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員

である期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨

を、従業者との雇用契約の内容とします。 

（２）利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用

者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらか

じめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情

報を用いません。 



 

（３）利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及

び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めます。 

 

７ サービス従業者の禁止行為 

サービス従業者は、サービスの提供に当って次に該当する行為は行いません。 

① 直接身体に触れる介助（入浴介助、食事介助等） 

② 医療行為 

③ 利用者又はそのご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり 

④ 契約者のご家族等に対するサービスの提供 

⑤ 利用者又はそのご家族からの金品や飲食物の授受 

⑥ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命又は

身体を保護するため、やむを得ない場合除く） 

⑦ サービス従業者が行わなくても日常生活を営むのに支障がないもの（草むし

り、花木の水やり、動物の散歩等） 

⑧ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービスの提供（家具や電気器具等の移動

等、大掃除等） 

⑨ 利用者又はそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその

他迷惑行為 

 

８ 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援

事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠

償いたします。 

なお、本事業者は、損害賠償保険に加入しています。 

  保 険 名 福祉サービス総合補償 

 



 

９ 相談、苦情等の窓口 

（１）当事業所の窓口 

  当事業所の訪問型サービスＡに関する相談、苦情を承ります｡ 

☆ 相 談 等 窓 口 ☆ 

担  当：新井 諭  

電  話：(直通)９３２－６７７７  (代表)９３２－６７７０ 

Ｆ Ａ Ｘ：９３２－６７７９ 

受付時間：月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

ただし、祝日及び１２月２９日から１月３日までは除きます。 

 

 

（２）その他の苦情等の窓口 

草加市健康推進部 

地域介護課 

電 話 ９２２－０１５１（代表） 

ＦＡＸ ９２２－３２７９ 

 

     年  月  日 

 

訪問型サービスＡの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いまし

た｡ 

事業者 

名      称  社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

所   在   地  草加市松江一丁目１番３２号 

代   表   者  会 長  乕溪 文有 

 

    説 明 者 

氏     名              印   

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、訪問型サービスＡの提

供開始に同意しました｡ 

利 用 者 

住     所                  

氏     名              印   

代 理 人 

住     所                  

氏     名              印   

利用者との関係                  



 

 

個人情報使用同意書 

 

私自身及び家族の個人情報につきましては、訪問型サービスＡ計画に沿って円滑

にサービスを提供するために実施される事業所内における担当者会議、私の利用す

るサービスに係る他の事業所との連絡調整において必要な場合、緊急時における病

院等への情報提供等、必要最小限の範囲において個人情報を使用することに同意し

ます。 

 

社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

会 長  乕 溪 文 有  様 

 

  年  月  日 

             利 用 者 住所               

                   氏名           印   

 

代 理 人 住所               

      氏名           印   

      続柄               

 

             家族代表者 住所               

                   氏名           印   

                   続柄               

＜ご注意＞ 

同意いただけないときには、希望されるサービスが受けられない場合があります。 

ご了承ください。 

 


